
 

ＪＡ尾張中央 女性活躍推進法に基づく行動計画 

 

 

  

女性が管理職として活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動

計画を策定する。 

 

１ 計画期間 

令和３年４月１日～令和６年３月３１日 

 

２ 目標と取組内容・実施時期 

 

目標１：管理職に占める女性労働者の割合を１５％以上にする。 

【取組内容】 

令和３年度 業務配分の男女区別を是正するための管理職研修を実施 

令和４年度 多様な業務への女性職員の登用 

令和５年度 管理職養成を目的とした中核人材研修における女性比率

 向上 

 

目標２：管理職の残業時間を月平均２０時間以内とする。 

【取組内容】 

令和３年度 時間当たりの労働生産性を重視した人事評価の徹底 

令和４年度 管理職の残業時間の合理性を検証 

令和５年度 変形労働時間制の高度利用 

 



男女の賃金差異 

 

 

区分別 男女の賃金差異（男性の賃金に対する女性の賃金の割合） 

全労働者 ６５．６％ 

正職員 ７２．０％ 

パート・有期雇用職員 ６５．８％ 

  対象期間：令和４年事業年度（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

  賃  金：基本給、時間外手当、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。 

  正 職 員：出向者については当組合から組合外への出向者を含み、他団体から当組合への 

出向者を除く。 

  パート・有期雇用職員：パートタイマ―、再雇用者、学生アルバイトを含み、派遣社員を

除く。 

 


